
［別表］

所得段階 乗率 年　額 所得段階 乗率 年　額

第１段階
0.5
（0.3）

３５，６００円
（２１，３００円）

第１段階
0.445
（0.26）

　　　　　　円
（　　　　　　円）

第２段階
0.7
（0.5）

４９，８００円
（３５，６００円）

第２段階
0.68
（0.47）

　　　　　　円
（　　　　　　円）

第３段階
0.75
（0.7）

５３，４００円
（４９，８００円）

第３段階
0.69
（0.68）

　　　　　　円
（　　　　　　円）

第４段階 0.9 ６４，１００円 第４段階 0.9 　　　　　　円

第５段階
1.0

（基準額） ７１，２００円 第５段階
1.0

（基準額） 　　　　　　円

第６段階 1.2 ８５，５００円 第６段階 1.2 　　　　　　円

第７段階 1.3 ９２，６００円 第７段階 1.3 　　　　　　円

第８段階 1.5 １０６，９００円 第８段階 1.5 　　　　　　円

第９段階 1.7 １２１，１００円 第９段階 1.7 　　　　　　円

第１０段階 1.8 １２８，２００円 第１０段階 1.9 　　　　　　円

第１１段階 1.9 １３５，４００円 第１１段階 2.1 　　　　　　円

第１２段階 2.0 １４２，５００円 第１２段階 2.3 　　　　　　円

第１３段階 2.4 　　　　　　円

第１４段階 2.5 　　　　　　円

第１５段階 2.6 　　　　　　円

清須市（介護保険料令和３年度～令和５年度） 第８期計画 清須市（介護保険料令和６年度～令和８年度） 第９期計画

基準額（月額） 　　　　５，９３９円 基準額（月額） 　　　　　　　　　　円

所得基準 所得基準

前年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計額が８０万円以下
生活保護及び老齢年金受給者

前年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計額が８０万円以下
生活保護及び老齢年金受給者

前年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計額が８０万円超１２０万円以下の方

前年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計額が８０万円超１２０万円以下の方

前年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計額が１２０万円超の方

前年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計額が１２０万円超の方

前年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計額が８０万円以下の方

前年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計額が８０万円以下の方

前年の課税年金収入額と合計所得金額の
合計額が８０万円超の方

前年の課税年金収入額と合計所得金額の
合計額が８０万円超の方

前年の合計所得金額が１２０万円未満の
方

前年の合計所得金額が１２０万円未満の
方

前年の合計所得金額が１２０万円以上２１
０万円未満の方

前年の合計所得金額が１２０万円以上２１
０万円未満の方

前年の合計所得金額が２１０万円以上３２
０万円未満の方

前年の合計所得金額が２１０万円以上３２
０万円未満の方

前年の合計所得金額が３２０万円以上５０
０万円未満

前年の合計所得金額が３２０万円以上４１
０万円未満

前年の合計所得金額が５００万円以上７５
０万円未満

前年の合計所得金額が４１０万円以上５０
０万円未満

前年の合計所得金額が７５０万円以上１，
０００万円未満の方

前年の合計所得金額が５００万円以上５９
０万円未満の方

前年の合計所得金額が８４０万円以上１，
０００万円未満の方

前年の合計所得金額が１，０００万円以上
の方

前年の合計所得金額が１，０００万円以上
の方

前年の合計所得金額が５９０万円以上６８
０万円未満の方

前年の合計所得金額が６８０万円以上８４
０万円未満の方
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 第９期介護保険事業計画中の介護保険料は、国の基準が
１３段階に多段階化される予定。また、割合については、現
在、厚生労働省の社会保障審議会において、検討されてお
り、厚生労働省の給付費を推計する「見える化」システム内
において、示されている割合は上記のとおりとなっている。

 現在、清須市は、第８期の国基準の９段階を１２段階に多段
階化している。→第９期は、国基準１３段階を１５段階に多段
階化し、弾力的な保険料設定を行う。

第14段階と第15段階に多段階化するこ
とで、低所得者層の負担は軽減され、高

所得者層の負担は増加する。


